
　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
施
行
に

と
も
な
い
、
こ
れ
ま
で
の
普
通
徴
収

（
納
付
書
納
付
お
よ
び
口
座
振
替
に

よ
る
納
付
）
に
加
え
、
特
別
徴
収
（
年

金
か
ら
の
天
引
き
に
よ
る
納
付
）
が

平
成
20
年
度
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

　

左
記
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
世

帯
主
が
、
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

　

平
成
27
年
度
か
ら
新
た
に
特
別
徴

収
の
対
象
に
な
る
人
に
は
、
３
月
下

旬
ご
ろ
に
予
定
額
を
通
知
し
ま
す
。

す
で
に
年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
て

い
る
人
は
、
２
月
の
特
別
徴
収
額
と

同
額
を
、
４
月
・
６
月
・
８
月
の
年

　

国
民
健
康
保
険
税
額
の
算
定
に
は
、

納
税
義
務
者
で
あ
る
世
帯
主
や
、
そ

の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の

加
入
者
全
員
の
確
定
申
告
、
ま
た
は

住
民
税
申
告
が
必
要
で
す
。
そ
の
た

め
、
学
生
や
家
族
の
扶
養
に
入
っ
て

い
る
人
、
お
よ
び
収
入
が
な
い
人
も
、

申
告
が
毎
年
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
給
与
の
み
の
収
入
で
勤

務
先
か
ら
町
に
給
与
支
払
報
告
書
が

提
出
さ
れ
て
い
る
人
や
、
平
成
27
年

４
月
１
日
に
お
い
て
16
歳
未
満
で
収

入
の
全
く
な
い
人
は
、
申
告
の
必
要

が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

申
告
が
な
い
場
合
は
、
高
額
療
養

費
な
ど
が
正
し
く
計
算
で
き
な
い
だ

け
で
な
く
、
国
民
健
康
保
険
税
額
の

軽
減
措
置
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、

必
ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。
申
告

方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
広
報
の
5

ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

●
税
額
の
軽
減
措
置
に
つ
い
て

　

一
定
基
準
額
以
下
の
収
入
の
世
帯

に
つ
い
て
は
、
納
税
の
負
担
を
減
ら

す
た
め
に
国
民
健
康
保
険
税
額
の
軽

減
措
置
を
行
っ
て
い
ま
す
。
軽
減
に

該
当
す
る
か
否
か
は
、
世
帯
ご
と
に

加
入
者
お
よ
び
世
帯
主
の
申
告
状
況

を
も
と
に
し
て
判
定
し
ま
す
の
で
、

軽
減
に
つ
い
て
の
手
続
き
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

●
納
付
額
の
確
認
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
額
は
、

所
得
税
・
住
民
税
と
も
に
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
お
手

数
で
も
ご
自
身
で
領
収
証
の
領
収
日

と
金
額
を
確
認
の
う
え
、
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
税
務
課
ま
で
来
庁
い
た
だ

け
れ
ば
、
国
民
健
康
保
険
税
の
納
付

額
確
認
書
を
無
料
で
発
行
し
て
い
ま

す
。

金
か
ら
仮
徴
収
税
額
と
し
て
徴
収
し

ま
す
。
平
成
27
年
度
の
年
税
額
に
つ

い
て
は
、
年
度
当
初
（
７
月
）
の
納

税
通
知
書
で
通
知
し
ま
す
。

仮
徴
収
と
本
徴
収

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
昨
年
中
の

収
入
を
基
に
算
定
し
て
い
ま
す
。
こ

の
た
め
正
し
い
年
税
額
は
、
所
得
確

定
後
の
７
月
に
通
知
し
ま
す
。
そ
の

税
額
を
年
金
保
険
者
に
通
知
す
る
の

に
、
さ
ら
に
２
か
月
以
上
を
要
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
平
成
27
年
度
か
ら
特

別
徴
収
が
開
始
に
な
る
人
に
つ
い
て

は
、
昨
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
額

を
６
等
分
し
た
額
を
便
宜
上
「
仮
徴

収
」
と
し
て
４
月
・
６
月
・
８
月
の

年
金
か
ら
特
別
徴
収
し
、
確
定
し
た

年
税
額
か
ら
仮
徴
収
額
を
差
し
引
い

た
残
り
の
額
を
３
等
分
し
た
額
を

「
本
徴
収
」
と
し
て
、
10
月
・
12
月
・

２
月
の
年
金
か
ら
特
別
徴
収
し
ま
す
。

納
付
方
法
が
変
更
で
き
ま
す

　

特
別
徴
収
対
象
者
で
も
、
「
国
民

健
康
保
険
税
納
付
方
法
変
更
申
出

書
」
の
提
出
に
よ
っ
て
、
口
座
振
替

で
の
納
付
に
変
更
す
る
こ
と
が
可
能

で
す
。
ご
希
望
の
人
は
、
税
務
課
窓

口
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。
特
別

徴
収
と
普
通
徴
収
の
い
ず
れ
の
方
法

で
納
付
し
て
も
、
税
額
に
変
更
は
あ

り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
世
帯
主
以
外

の
口
座
を
指
定
し
た
場
合
、
所
得
税

お
よ
び
住
民
税
の
面
で
は
、
口
座
所

有
者
が
社
会
保
険
料
控
除
の
適
用
を

受
け
ら
れ
る
た
め
、
税
額
に
影
響
が

で
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
年
金
保
険
者
に
通
知
す
る

な
ど
、
所
定
の
手
続
き
を
経
る
必
要

が
あ
り
ま
す
の
で
、
申
請
受
付
後
に
、

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
を
実
際
に
停

止
す
る
ま
で
３
か
月
程
度
を
要
し
ま

す
。

必
要
な
物　

印
鑑
、
預
貯
金
通
帳
な

ど
の
口
座
番
号
の
わ
か
る
物
、
預

貯
金
口
座
の
届
出
印

※
以
前
に
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い

て
、
口
座
振
替
申
込
み
の
手
続
き
を

済
ま
せ
て
い
る
人
は
、
印
鑑
だ
け
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

申
告
に
つ
い
て
／
役
場
税

務
課
町
民
税
課
税
係
ｔ
内
線
１
９ 

５
・
１
９
６
、
納
付
額
に
つ
い
て

／
役
場
税
務
課
納
税
係
ｔ
内
線
１ 

９
３
・
１
９
４

平
成
26
年
中
の
収
入
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す

国
民
健
康
保
健
税
の
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
に
つ
い
て
ご
理
解
く
だ
さ
い

●特別徴収の要件●

・世帯主が国民健康保険加入者。

・加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯。

・世帯主が公的年金を年額18万円以上受給し

ている。

・世帯主の介護保険料が年金から特別徴収され

ている。

・介護保険料と国民健康保険税の合計額が、世

帯主の年金受給額の2分の１を超えていない。

国
民
健
康
保
険
に

　

加
入
の
皆
さ
ん
へ

国保マスコット　健康まもるくん

7 広報もろやま　１月１日号 6広報もろやま　１月１日号


